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一般社団法人東京医科大学医学部医学科同窓会会長選出選挙 

 

実  施  要  項 
 

一般社団法人東京医科大学医学部医学科同窓会（以下当法人と称

する）の会長を選出するための選挙実施要項を下記のとおり取り決

める。  

 

■総括事項  

１．「当法人定款第２７条１項」、「当法人会長及び監事選出規定」及

び「当法人選挙管理委員会規定」に定める規定に則り選挙を実施す

る。更に、標題選挙の実施を円滑に進めるため、以下の細目を定める。 

 

■細目事項  

１．候補者届出要項  

（１）届出は所定の用紙に限り、同窓会事務局まで請求する。  

事務局は請求された候補者に用紙を郵送する。  

（２）同窓会ホームページにて候補者届のダウンロードも可。  

（３）受付期間  令和４年１１月２８日（月）～１２月８日（木）  

締切日到着厳守  

但し、土曜、日曜、祝日は受付けることは、出来ない。  

（４）受付方法  同窓会事務局（事務局受付時間：午前９時～午後５
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時まで）へ本人持参または簡易書留にて郵送されたものを受

理する。  

（５）上記届出要項は東京医大同窓会新聞１０・１１月合併号に於い

て公示文として掲載する。  

（６）候補者届の請求並びに提出先  

・候補者届請求先は、  

①メールアドレス tmcdoso@tokyo-med.ac.jp（候補者届

出用紙の請求のみ）  

②電話０３（３３４２）６２２２（内線）５３７５  

FAX０３（３３４４）５７３３  

  ・候補者届提出先は、  

①郵送の場合は、  

 〒１６０－００２３  東京都新宿区西新宿６－７－１  

一般社団法人東京医科大学医学部医学科同窓会 選挙管理委員会宛 

   ②持参の場合は、  

   〒１６０－００２３  東京都新宿区西新宿６－６－２  

新宿国際ビルディング２階  東京医大同窓会事務局  

（７）立候補者届の受理と立候補者名簿について  

期日締切後、選挙管理委員会は立候補者全員の名簿を速やか

に作成（受付順に列記）し、立候補者に送付する。  
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２．立候補者の資格について  

（１）同窓会会長立候補者の資格要件  

   ①東京医科大学、東京医科大学大学院を卒業又は修了した者  

   ②同窓会費を納入している者（平成３０年度より令和３年度  

まで４期連続して会費を候補者届提出時点において納入し  

ている者）  

（２）同窓会会長立候補の資格を有しない者  

①選挙管理委員会委員長及び委員 

 

３．候補者届の様式及び記載事例について  

前回様式の通り  

（１）同窓会会長候補者届  同記載見本  

 

４．選挙権を与える条件  

（１）当法人定款に定める正会員（社員）に該当する者であり、日本

国内に居住している者。  

（２）令和２、３年両年度同窓会費を令和４年１０月１４日（金）ま

でに納入している者。  

 

５．立候補者紹介の選挙公報について  

・選挙公報は選挙管理委員会委員長名をもって東京医大同窓会新聞
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１月号に掲載し、全会員に公示する。  

・様式は、立候補者から提出される「候補者届」を原稿にする。  

 

６．投票用紙の選挙人への送付予定日  

立候補者が確定し、投票用紙の発送が可能となる２月下旬に同窓

会に登録してある住所に普通郵便をもって送付する。  

 

７．投票のあり方について  

（１）単記・無記名投票を採用する。  

（２）投票用紙は候補者名が印刷された投票用紙を使用する。 

 

８．投票用紙の取扱いについて  

・投票用紙の締切日は令和５年３月１６日（木）消印有効とす  

る。  

・無記名投票を確実なものにするため、二重封筒制（内封筒、外封

筒）を採用する。  

・投票用紙は投票者自身が同封の内封筒に入れた後、更に投票用

紙送付用封筒（外封筒）に封入し返送する。  

・投票用紙送付用封筒（外封筒）には、住所、氏名、卒業年を記載

する。  

・投票用紙の着信時には、選挙台帳に受付日付を記入し、着信件数
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を管理する。  

・投票用紙の保管は同窓会事務所で厳重に管理する。  

 

９．開票時の対応について  

・選挙管理委員会が立会人２名の見守りのもとで、開封する。  

立会人は選挙管理委員会委員長が指名する。  

 ・選出規定第１４条（１）～（６）に該当する投票用紙は無効とす

る。  

・投票用紙に疑義が生じた時は、委員が合議し、委員長が最終判断

をする。  

・開封時に、応援要員が必要と思われる時は、委員会が適宜対処する。 

 

１０．当選者の決定方法について  

（１）得票数の多い者から順に定数に達するまでの者とする。  

（２）定数に達する順位の者が複数の時は、籤により選挙管理委員会

委員長が当選者を決める。  

（３）会長には補欠を設けない。  

 

１１．開票結果の報告について  

・選挙管理委員会委員長は、同窓会長へ選挙の経過と当選者を報告する。 

・選挙管理委員会委員長は、理事会及び総会において選考結果を報告する。 
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１２．選挙管理委員会の業務について  

（１）候補者届の様式決定  

（２）候補者届の受付期間の決定  

（３）東京医大同窓会新聞への候補者届公示  

（４）候補者届の受理並びに記載事項の確認  

（５）受理された候補者届の保管  

（６）候補者名簿の作成  

（７）選挙公報の作成  

（８）選挙台帳の作成  

（９）投票用紙の様式決定、保存管理  

（１０）投票用紙の選挙資格者への発送  

（１１）投票された投票用紙の保管、管理  

（１２）投票用紙の集計  

（１３）無効票、疑義票の判断  

（１４）当選者、補欠者の決定  

（１５）当選者名簿、補欠者名簿の作成  

（１６）同窓会長へ選挙の経過及び選挙結果の報告  

（１７）総会における選挙結果の報告  

（１８）直接選挙の実施に係わる文書の保存、管理  

（１９）投票用紙の集計に係わる文書の保存、管理  

（２０）その他、直接選挙の実施、投票用紙の集計に関する一切の
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事務処理並びに管理  

 

１３．その他  

（１）選挙権の基準日  令和４年１０月１４日（金）  

（２）候補者届の提出状況に係わる問い合わせに対しては、開示はしない。 

（３）選挙権の問い合わせ及び名簿（選挙台帳）の閲覧について  

・持出し、複写は禁止  

・個人情報保護法を遵守、善良なる管理者の注意をもって対応する。 

以上  

 


